
 

  

〇 Web会議システム「ZOOM」を使用します。ご利用にあたっては ZOOMアプリのインストール等、事前

に準備いただく必要があります。 

〇 迷惑メール等の受信拒否等のため、メールを受信するドメインを指定されている方は、あらかじめ、

当局のドメイン（@au.com）を受信できるよう設定変更してください。 

〇 セミナーの受講は無料ですが、通信費はセミナー参加者のご負担となります。タブレットや、スマート

フォンの携帯回線経由の場合はデータ通信量が多くなる場合がありますのでご注意ください。 

〇 いずれかの回のみの参加も可能です。 

〇 各回のセミナー後半に、働き方改革サポートオフィス鳥取により、ご活用いただける助成金や社会保

険労務士による無料訪問支援などのご説明をいたします。 

 

   【お問合せ・申し込み先】 鳥取労働局 雇用環境・均等室 （〒680-8522 鳥取市富安 2丁目 89-9） 

                    電話：０８５７－２９－１７０９    電子メール：tottori-kokin@au.com 

『ハラスメント対策』と『テレワーク』

について 

ハラスメントの内容、防止措置の講じ方につ

いてご説明します。テレワークのメリット・導入方

法、助成金等についてご説明します。 

「鳥取働き方改革推進キャンペーン２０２２」イベント 事業主・管理者・労務担当者向けセミナー 

申込期限：各セミナー開催日の３開庁日前まで 

申込方法：電子メール（tottori-kokin@au.com）に、 

①企業名、②連絡先電話番号、③受講希望番号（上記①から④）を入力のうえ、 

送信してください。メール返信にて、受付完了の通知をいたします。 

 育児・介護休業法の改正に関して詳しくご説

明します。テレワークのメリット・導入方法、助成

金等についてご説明します。 

『改正育児・介護休業法』と『テレワ

ーク』について 
A 

企画 鳥取労働局 ／ 共催 働き方改革サポートオフィス鳥取 

参加無料 

B 

①②どちらの回も内容は同一です。 

③④どちらの回も内容は同一です。 

③  １１月２２日（火）           

        10：00～11：30 

 

④  １２月 ２日（金）         

        13：30～15：00 

 
 

 

①  １１月２４日（木）           

        10：00～11：30 

 

②  １２月 ５日（月）         

        13：30～15：00 

 

 

 

 

お申込み方法について 

鳥取 

労働局 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児・介護 

休業法 

令和３年６月に育児・介護休業法が改正されました。 

 ～令和４年４月１日から段階的に施行～ 

１ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業 

 の枠組みの創設【令和４年 10月１日施行】 

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対 

 する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和４年４月１日施行】 

３ 育児休業の分割取得【令和４年 10月１日施行】 

４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和５年４月１日施行】  

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和４年４月１日施行】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html   

職場の 

ハラスメン

ト対策 

職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じる 

ことが中小企業事業主も義務となりました。（令和４年４月１日～） 

 これまで、職場におけるセクシャルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を 

活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

女性活躍 

推進法 

一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大されました。（令和４年４月１日～） 

  一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義 

務の対象が、常時雇用する労働者が 301人以上から 101人以上の事業主に拡大され 

ました。 

女性の活躍に関する情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されました。（令和４年７月８日～） 

 労働者が 301人以上の事業主は「男女の賃金の差異」の項目は公表が必須です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

★ 働き方改革関係セミナー・説明会一覧 

   鳥取労働局をはじめ、鳥取県等関係機関が実施する働き方改革に関係する各種セミナー・説明会

を一覧表に取りまとめていますので、こちらも参考にしてください。 

      https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00195.html 
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